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１．はじめに 

高強度鋼材等の新材料を建築物の主要構造部に

使用するにあたっては、建築材料の品質に関わる

建築基準法第37条第二号の規定に基づく大臣認定

の取得に伴い、構造計算に必要な基準強度（許容

応力度等の基になる値）の指定を受ける必要があ

るが、鋼材の基準強度の指定方法については、こ

れまで統一されたものはなかった。そこで、指定

性能評価機関における性能評価及び大臣認定の運

用統一を図ることを目的として、指定方法の検討

を行ってきた。その成果として、鋼材を降伏比と

一様伸びに基づいて区分を行い、区分毎に基準強

度指定を行う統一的な方法（以下、暫定的な取り

扱い案）の提示を行った。現在、本案に基づき、

鋼材の基準強度指定の運用が進められている。 

 

２．暫定的な取り扱い案の骨子 

鋼材の品質は、種々の機械的性質により決まる

が、主に、降伏強さ、引張強さ、降伏比、一様伸

びが重要な因子となる。暫定的な取り扱い案では、

鋼材を靭性材、中間材、弾性材の3つに区分し、降

伏比及び一様伸びを尺度としている。適用対象と

なる鋼材の品種は、厚板、形鋼、鋼管の3種類で、

基準強度は区分毎に指定の方法が定められる。暫

定的な取り扱い案の骨子を模式図で示すと、図1

となる。ここで、縦軸の降伏比は、鋼材の降伏強

さを引張強さで除した値で、記号で表すとσy/σu

となる。横軸の一様伸びは、引張強さに対応する

永久ひずみの値である。また、図の*印の領域は、

種々の要因を勘案して、若干の猶予が与えられる

領域を表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F：基準強度、σy：降伏強さ、σu：引張強さ 

 

 

図１ 暫定的な取り扱い案の骨子の模式図 

 

実務では、鋼材の品質管理は一様伸びではなく

破断伸びで行われることから、本案の適用にあた

っては、両者の間の換算ルールが必要となる。そ

こで、国土技術政策総合研究所と一般社団法人日

本鉄鋼連盟との間で共同研究「基準強度設定のた

めの鋼材の伸び性能に関する研究」を行い、各種

強度レベルの鋼材を対象として、材料試験片を変

化させた場合における一様伸びと破断伸びの関係

を実験的に検討した。本研究の成果は、国総研資

料1)で公開されている。 
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厚板、形鋼、鋼管を対象 

（板厚12mm未満の降伏比は規定外） 
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F=指定せず、時刻歴応答解析ルート

F=min[0.70σu, σy]  杭、小梁等 
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●研究動向・成果

子どもの外出行動の活発化に寄与

する街路空間の防犯安心感設計手法
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１．街路空間に対する利用者の評価に着目

都市研究部では、街路を公共用地のみだけでな

く沿道民有地も含めた立体的な空間として捉え、

多様な利用者の目線から街路空間の有効活用を促

進する手法を検討している。ここではその研究の

一環として、子ども（小学3年生）の街路空間利用

について、保護者の防犯安心感評価に着目して分

析した研究を紹介する。

調査の結果、子どもの外出行動の活発さは、保

護者の安心感（防犯と交通安全）に左右されてお

り、保護者の9割が、子どもの行き先やルートに制

限を課していた。従って子どもが良く利用する公

園等を結ぶルートを、保護者が安心できる空間に

することが重要である。では、安心感に寄与する

街路空間の構成要素とは何だろうか？

２．防犯安心感と街路空間構成要素

地方中核都市の区画整理されたありふれた住宅

地を校区とする二つの小学校の3年生全クラスの

保護者（有効回答217名）を対象に、子どもの外出

行動と保護者の意識について、防犯と交通安全の

両面からアンケートを行った。

図－１は、このうち、防犯面

から不安を感じる街路と安心感

のある街路の区間を、各々地図

に記入してもらった回答を区間

図-1 安心な区間（青）と不安な区間（赤）

毎に集計し、安心と回答した人数が上位2位の区間

を青色で、不安と回答した人数が上位3位の区間を

赤色で示したものである。

また、街路の構造や、沿道の状態といった空間

構成要素と街路の通行量を現地調査で把握し、こ

れらの「物理量」に対して、防犯上の安心・不安

に関する「心理量」との関係を重回帰分析により

解析した。その結果、保護者の防犯安心感に対す

る各空間要素の影響度（ｔ値）は、図－２のよう

になった。（1％有意の要素のみ、R2＝0.59）

図-２ 各要因が安心・不安に与える影響の大きさ

この分析により、保護者が防犯上安心して子ど

もを外出させられる要素を備えた街路空間とは、

沿道に日常生活用品店等が配置され、自動車の通

過交通から構造的に分離された、植栽のある快適

な歩道のある街路空間であることを明らかにした。

従来の防犯環境設計が指摘する沿道の壁・塀や

空き地等による不安感の除去だけでなく、安心感

の増大を志向することが重要である。
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